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Ｎ
Ｔ
Ｔ
は
今
、
企
業
年

金
（
税
制
適
格
年
金
）
を

改
悪
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

Ｎ
Ｔ
Ｔ
労
組
は
先
の
大

会
で
、
10
月
目
途
に
決

着
、
04
年
４
月
「
企
業
年

金
改
悪
」
の
方
針
を
決
定

し
た
。
OB
や
「
退
職
・
再

雇
用
」
を
選
択
し
た
労
働

者
も
改
悪
の
対
象
と
し
て

い
る
。

そ
の
内
容
は
、
①
現
行

の
適
格
退
職
年
金
を
、
規

約
型
の
確
定
給
付
年
金
に

切
り
替
え
る
。
②
現
職
の

社
員
に
つ
い
て
は
、
現
在

４
．
５
％
の
給
付
利
率
を

１
０
年
物
国
債
の
過
去
３

年
の
平
均
利
回
り
を
踏
ま

え
た
利
率
に
引
き
下
げ
る
。

③
す
で
に
受
給
を
受
け
て

い
る
退
職
者
の
利
率
（
７

〜
４
．
５
％
）
も
、
市
場

金
利
と
乖
離
し
な
い
程
度

に
引
き
下
げ
る
、
と
い
う

も
の92

年
、
定
年
制
導
入
と

と
も
に
、
「
退
職
後
の
安

定
的
な
生
活
を
確
保
す
る
」

と
し
、
退
職
金
の
28
％
を

年
金
原
資
と
し
て
、
企
業

年
金
が
創
設
さ
れ
た
。
だ

が
、
01
年
に
は
据
置
利
率

給
付
利
率
と
も
引
き
下
げ

ら
れ
た
。

そ
し
て
２
年
を
経
た
今
、

Ｎ
Ｔ
Ｔ
の
運
用
責
任
を
不

問
の
ま
ま
、
①
資
産
運
用

実
績
の
悪
化
、
②
加
入
者

の
大
幅
な
減
少
と
既
裁
定

者
の
増
加
を
あ
げ
、
改
悪

し
よ
う
と
し
て
い
る
。

２
万
１
０
０
０
名
を

「
希
望
」
退
職
で
辞
め
さ

せ
、
約
５
万
６
０
０
０
人

を
「
退
職
・
再
雇
用
」
に

追
込
ん
で
お
い
て
何
が

「
加
入
者
の
大
幅
な
減
少

と
既
裁
定
者
の
増
加
」
だ

と
言
う
の
か
。
15
〜
30
％

の
賃
下
げ
と
な
っ
た
上
に
、

こ
れ
に
追
討
ち
を
か
け
る

年
金
の
引
下
げ
。

昨
年
退
職
し
た
OB
の
場

合
、
平
均
で
月
額
６
万
円

（
受
給
期
間
２
０
年
）
の

年
金
を
受
給
し
て
い
る
が
、

給
付
利
率
引
下
げ
に
よ
っ

て
４
万
円
前
後
に
減
額
。

利
率
７
％
の
OB
の
場
合
は
、

さ
ら
に
大
幅
な
減
額
に
な

る
。会

社
都
合
で
辞
め
さ
せ

ら
れ
、
年
金
掛
金
を
払
う

人
が
減
っ
た
の
で
減
額
と

い
う
会
社
の
身
勝
手
な
提

案
は
、
認
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

公
的
年
金
（
厚
生
年
金
）

「
改
革
」
も
想
定
さ
れ
て

い
る
。
労
厚
相
は
先
に
、

①
保
険
料
上
限
を
年
収
の

20
％
（
労
使
折
半
、
現
行

13
・
58
％
）
に
す
る
、
②

給
付
水
準
を
、
現
役
世
代

の
手
取
り
年
収
の
50
％
と

す
る
（
現
行
約
60
％
）
と

明
か
に
し
た
。
そ
の
他
、

国
民
年
金
（
基
礎
年
金
）

部
分
を
公
費
負
担
と
し
、

そ
の
財
源
を
消
費
税
値
上

げ
に
求
め
る
構
想
も
財
界

や
自
民
、
民
主
党
か
ら
出

て
い
る
。
「
基
礎
年
金
だ

け
で
は
生
活
で
き
な
い
」

「
す
で
に
決
定
さ
れ
た
給

付
率
を
下
げ
る
の
は
財
産

権
の
侵
害
だ
」
「
年
寄
り

は
死
ね
」
と
い
う
こ
と
か
、

怒
り
は
渦
巻
い
て
い
る
。

No.8 ＮＮＮＮ関労 2003.10

1111999999992222....6666（（（（ＨＨＨＨ4444））））定年制導入、退職手当制度改悪とともに、
税制適格年金を導入。
1111999999996666....11112222（（（（ＨＨＨＨ8888））））テルウェル退職見舞金は名称を退職給付
金（テルウェル年金）と改め、基本給付金と特別給付金
（乗率は毎年１０月に理事会で決定）の合算額
1111999999997777....4444 （（（（ＨＨＨＨ9999））））ＮＴＴ共済組合の年金制度が厚生年金に
統合、新たにＮＴＴ厚生年金基金設立
2222000000001111....4444（（（（ＨＨＨＨ11113333））））賃金制度改悪、それに伴い減額に
2222000000001111....4444（（（（ＨＨＨＨ11113333））））企業年金制度の見直し、①年金の支給期
間に関わる「給付利率」を7.0％から4.5％へ、②据置・
繰延期間に関わる「予定利率」を、5.5％から3.0％へ、
③ モデルケースでは月額9000円程度の減額となる
2222000000003333（（（（ＨＨＨＨ11115555））））厚生年金基金の代行部分を返上

ＮＮＮＮＴＴＴＴＴＴＴＴ関関関関連連連連労労労労働働働働組組組組合合合合協協協協議議議議会会会会
東京都千代田区岩本町2-17-4 米澤ビル

労働運動センター
TEL（03）5820-2070 FAX（03）5820-2080

E-mail aaa@zc.wakwak.com
http://www.n-kanrou.com
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私
は
、
昨
年
３
月
末
で

定
年
退
職
し
現
在
年
金
で

生
活
し
て
い
ま
す
。
４
２

年
間
働
き
、
現
在
受
け
取

る
年
金
は
、
税
引
き
で
月

に
２
６
９
７
９
７
円
（
老

齢
厚
生
年
金
１
８
０
０
８

２
円
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
厚
生
年
金

基
金
３
８
２
７
５
円
、
企

業
年
金
５
１
４
４
０
円
）

こ
こ
か
ら
、
国
民
年
金
、

介
護
保
険
、
が
ん
保
険
、

光
熱
費
、
食
費
、
固
定
資

産
税
、
医
療
費
（
通
院
中
）
、

車
の
維
持
費
等
々
を
支
払

う
と
本
当
に
厳
し
く
、
今

は
妻
の
働
き
で
何
と
か

し
て
い
ま
す
。

退
職
時
の
会
社
の
説

明
で
は
、
公
的
年
金
だ

け
で
は
厳
し
い
の
で
、

「
退
職
金
を
２
８
％

拠
出
し
企
業
年
金
で
老

後
の
生
活
設
計
を
考
え
て

は
」
と
の
説
明
を
受
け
、

定
額
で
（
５
１
４
４
０
円
）

１
５
年
間
（
多
く
の
人
が
）

を
選
択
し
ま
し
た
。

受
給
開
始
か
ら
１
年
と

２
カ
月
で
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
労
組

「
企
業
年
金
給
付
率
引
き

下
げ
を
会
社
に
提
案
」
、

既
受
給
者
も
対
象
と
の
新

聞
記
事
を
読
み
、
ま
さ
か

労
働
組
合
か
ら
組
合
員
の

（
OB
を
含
む
）
年
金
の
引

き
下
げ
を
会
社
に
提
案
す

る
な
ん
て
と
て
も
考
え
ら

れ
な
い
し
本
当
に
腹
が
立
っ

て
し
か
た
が
あ
り
ま
せ
ん
。

株
価
下
落
と
資
金
の
運

用
利
率
が
悪
く
な
り
更
に
、

「
東
・
西
会
社
等
を
中
心

と
し
た
希
望
退
職
や
退
職
・

再
雇
用
等
に
伴
い
７
８
０

０
０
人
程
度
の
加
入
員
が

減
少
し
た
こ
と
に
よ
る
掛

け
金
収
入
の
減
少
」
（
職

場
討
議
資
料
９
頁
）
が
あ
っ

た
た
め
だ
と
さ
れ
、
今
後

も
会
社
の
収
益
が
悪
化
す

る
の
で
次
善
の
策
で
し
か

た
が
な
い
と
さ
れ
て
い
ま

す
。大

幅
な
加
入
員
の
減
少

は
会
社
と
組
合
が
一
体
と

な
っ
て
長
年
に
わ
た
り
執

拗
に
組
合
員
を
首
切
り
や

退
職
再
雇
用
に
お
い
つ
め

た
結
果
で
あ
り
会
社
が
当

然
に
責
任
を
負
う
べ
き
も

の
で
あ
り
、
収
益
の
悪
化

も
、
無
駄
な
設
備
投
資
を

繰
り
返
し
、
毎
年
膨
大
な

原
価
償
却
費
を
計
上
し
、

海
外
投
資
で
何
千
億
円
も

の
損
失
を
繰
り
返
し
て
き

た
会
社
の
責
任
で
あ
り
、

私
た
ち
OB
や
現
役
組
合
員

の
責
任
で
な
い
こ
と
は
火

を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
な

こ
と
で
す
。

会
社
が
提
案
も
し
て
い

な
い
年
金
の
引
き
下
げ
を

な
ぜ
組
合
が
先
取
り
を
す

る
の
か
、
会
社
は
組
合
の

提
案
を
待
っ
て
い
ま
し
た

と
ば
か
り
に
、
更
に
悪
い

提
案
を
し
て
く
る
こ
と
が

こ
れ
ま
で
の
事
例
か
ら
も

予
測
さ
れ
ま
す
。

私
は
、
老
後
の
生
活
設

計
を
狂
わ
せ
る
よ
う
な
年

金
の
引
下
げ
提
案
に
は
絶

対
反
対
で
す
。

組
合
と
し
て
会
社
に
対

し
不
足
分
の
負
担
を
要
求

し
、
加
入
員
の
減
少
を
防

ぐ
た
め
に
も
、
こ
れ
以
上

の
人
減
ら
し
を
や
め
さ
せ

る
の
が
正
し
い
道
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。

「
適
格
退
職
年
金
」
は
、

２
０
１
２
年
３
月
末
ま
で

に
廃
止
し
、
①
解
約
分
配
、

②
確
定
拠
出
年
金
へ
の
移

行
、
③
規
約
型
へ
移
行
と

い
う
３
つ
の
選
択
を
迫
ら

れ
る
。
だ
が
今
、
急
い
で

廃
止
・
移
行
す
る
必
要
は

な
い
。

Ｎ
Ｔ
Ｔ
は
、
多
く
の
労

働
者
を
、
「
希
望
」
退
職

へ
追
い
込
み
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
を

退
職
さ
せ
る
な
ど
し
た
挙

句
に
「
過
去
勤
務
債
務

（
積
立
不
足
）
が
拡
大
。

リ
ス
ト
ラ
な
ど
に
伴
う
加

入
者
の
減
少
と
責
任
準
備

金
を
２
６
０
０
億
円
下
回
っ

て
い
る
」
と
企
業
の
責
任

を
省
み
よ
う
と
し
な
い
が
、

そ
の
責
任
の
所
在
を
ま
ず

明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

そ
し
て
、
実
質
50
才
定

年
制
で
あ
る
「
退
職
・
再

雇
用
制
度
」
を
直
ち
に
廃

止
す
べ
き
だ
。

Ｎ
Ｔ
Ｔ
は
、
「
適
格
退

職
年
金
」
は
、
受
給
者
保

護
の
た
め
給
付
水
準
の
引

き
下
げ
は
厳
し
く
制
限
さ

れ
て
い
る
（
給
付
減
額
は
、

受
給
者
の
百
％
の
同
意
が

必
要
）
た
め
、
労
組
を
巻

き
込
ん
で
「
規
約
型
企
業

年
金
」
へ
移
行
し
た
上
で
、

大
幅
な
減
額
を
す
る
、
と

い
う
。
規
約
型
企
業
年
金

に
移
行
す
れ
ば
、
加
入
者

の
減
額
は
、
「
３
分
の
２

以
上
の
労
組
の
同
意
」
で

事
足
り
、
個
々
の
労
働
者

の
同
意
は
な
く
て
も
い
い

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
、
労
組
は
労
働
者
の

代
理
人
で
は
な
い
か
ら
個
々

の
退
職
給
付
債
権
の
処
分

権
は
な
い
。
加
入
者
１
人

ひ
と
り
の
同
意
を
求
め
る

べ
き
だ
。
受
給
者
（
受
給

権
者
）
に
は
、
同
意
は
一

人
ず
つ
行
い
、
３
分
の
２

以
上
が
同
意
し
な
け
れ
ば

減
額
で
き
な
い
。

給
付
利
率
が
変
動
す
る

新
年
金
制
度
を
現
役
社
員

と
OB
の
双
方
に
実
施
し
よ

う
と
し
た
コ
ー
セ
ー
は
、

OB
の
反
対
に
あ
っ
て
現
役

世
代
の
み
の
導
入
と
な
っ

て
い
る
。
日
商
岩
井
は
基

金
解
散
を
し
た
が
、
加
入

者
の
約
83
％
（
75
％
以
上

の
同
意
が
必
要
）
で
、
あ

と
８
％
の
人
が
同
意
し
な

け
れ
ば
解
散
は
挫
折
し
た

こ
と
に
な
る
松
下
電
器
で

は
、
損
害
賠
償
訴
訟
を
起

こ
し
て
い
る
。

年
金
が
減
額
さ
れ
た
ら

生
活
で
き
な
い
。
「
廃
止

反
対
」
「
減
額
は
認
め
な

い
」
「
３
分
の
１
の
反
対
」

を
勝
取
る
闘
い
を
広
め
よ

う
。
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ＮＮＮＮ関関関関労労労労ホームページ http://www.n-kanrou.com

組組組組合合合合がががが提提提提案案案案すすすするるるるななななんんんんてててて考考考考ええええらららられれれれなななないいいい！！！！
企
業
年
金
改
悪
に
つ
い
て
は
、
現
役
・
Ｏ
Ｂ
か
ら
不
安

や
怒
り
の
声
が
湧
き
起
こ
っ
て
い
る
。

Ｎ
関
労
は
、
「
企
業
年
金
に
反
対
す
る
Ｎ
Ｔ
Ｔ
有
志
の

会
」と
と
も
に
、
改
悪
反
対
に
向
け
、
既
受
給
者
の
３

分
の
１
の
反
対
を
勝
取
り
、
改
悪
を
許
さ
な
い
闘
い
を

進
め
る
。
Ｏ
Ｂ
の
意
見
の
声
を
お
伝
え
し
ま
す
。


